
,

き
.噛
道

騨
タ

・
.》

所 究 研 濟 経 亜 東 需魏國欝鐸轟

き論:濟纒 函
號 登 第 巻 壼 第

月 二 年 六 十 和 昭
哺
誰

-
F

罷

『

σ

』

.

黛

(禁
」轄

♂鍬

,
.}恥

支

那

農

村

の

色

視

制

度

に

就

い

て

…

…

…

…

…

現

代

支

那

祉

會

論

-
…

:

…

…

:

・
…

・
…

・
:

-

支

甜

に

於

け

る

米

の

流

通

襟

橿

と

其

の

煉

通

賓

.斥

巴
醍

藁

D

堅

藍
■
日
野
目
い

:
.
.
.:

.

.
:
:
.
.
:
●
.
:
:
.
・
:
.
:

臨
調
ニ
蓼

G

濫

弼
レ
F
戎

黍

頓

用

制

の

進

展

…

:
・
…

・
…

…

-
・
:

・
…

:
-

東

亜

食

糧

問

題

と

食

糧

慣

習

・
…

・
…

…

…

…

買

辧

制

度

・
…

…

…

…

…

・…

・
…

…

・

支

那

に

於

け

る
教

會

の

肚

會

性

・…

…

…

…

・

支

那

紡

績

業

に
於

け

る

勢

働

請

負

制
度

…

・・

中

國

に

於
け

る
聯

合
準

備

制

度

に

つ

い
て

・・

佛

碩

印

度

支

那

の

財

政

・…

…

…

・…

…

・・
」・:

東

亜

震

域
経

済

の

貿
易

政

策

…

・…

…

…

・…

、

・:

経
濟
學

博
士

八

木

芳

:
:
:

文

學

士

小

竹

・
…

:

経
済
學
士

ヌ

野

一皿

:
:
:

唖
聾
.蜂
ヒ

喜

逝
呉

楽
宅
便
一
一
一禾

‡↑

:
・
…

純
濟
學
士

徳

永

…

…

縄
漕
學
士

大

上

…

…

経
済
學
士

鈴

木

.総

・
・…

・
:
:

縄

濟

學

士

浬

一

:

…

・:

・
・
潸

潸

學

士

岡

`

:
…

・・…

縄
餌
學
士

熊

:
…

…

-

縄
濟
學
士

島

:
:
…

縄
痴
學
博
士

谷

口 本 述 部 崎 蕪 ・上 永 積:裂
,竹 劣

吉 吉 利 堅_末'清 文:之 文 之

彦 融 郎 良 ・造 郎 廣 行 雄 助 央 助

更 擁 閣i斐 有 璋 書

づ

}

卜
-

.
`

》

"

卜

r

ボ

・
.巨

●



支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

四
四

第

一
號

四
四

支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就

い
て

に

町

北

の

税

制

度
一

八

木

芳

之

助

・
は

し

が

き

昨
夏
中
皮
及
び
北
支

へ
族
行
し
、

河
北
省
順
義
縣

の
牛
欄
山
鎭
に

一
泊
し
、
翌
朝
そ

の
朝
市
を
観
察
し
た
が
、
二
十
支
里
範
園
内

の
農

民
が
二
.
三
百
人
そ
れ
ぐ

自
家

で
生
産
し
た
萎
、
粟
、
高
梁
、
蒲
等
を
驢
馬

に
積
ん

で
持
参
し
、
街
道

の
両
側

に
列
ら
べ
て

同
地

の
糧
桟

の
手
代
と
取
引
し
て
み
た
。
而
し

て
こ
の
取
引
は
現
金
取
引
で
あ
る
が
、
取
引
が
成
立
す
る
と
徴
税
人
が
直
ち
に
貰
手

た
る
農

民
か
ら
費
便
の
五
%
、

買
手
か
ら
其

の

一
〇
%
の
難

牙
視
(
取
引
税
)
を
徴
牧
す
る
。

こ
の
徴
税
は
色
視
制
度

(
請
負
徴
税
制
度
ゾ

に
よ
る
も

の
で
、
微
視
人
は
徽
放
し
た
税
金
に
射
し
、
納
税
者

に
牧
篠

(
領
牧
書
)
す
ら
渡
述
な
小
。
ま
た
納
税
者
た
る
糧
淺
も
農
民

も
之
を
當
然
の
こ
と

」
し
て
み
る
有
様
で
あ

っ
た
。

こ
の
包
税
制
度
に
深

い
興
味
を
感
じ
た

が
、
そ
の
後
ピ
の
色
視
制
度

に
關
す
る

若

干
の
資
料
を
入
手
し
た

の
で
、
支
那
、
特

に
河
北
省

の
包
視
制
度
に
就
い
て
紹
介
す
る
こ
と
正
す

る
。

,



青
帽

幽

賦
税
の
征
牧
方
法

支
那
、
特

に
河
北
省
に
於
け
る
国
賊

そ
の
他

の
税
金
の
征
牧

(
徴
牧
)
方
法
に
は
左
の
如
き
各
種

の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

.

①

自
掛
投
櫃

こ
れ

は
最
も
普
通

の
方
法

で
あ

っ
て
、
こ
れ

は
省
令
に
運
照
し
て
の
も

の
で
あ
る
。
即
ち
征
糧
廣
を
縣
政
府

に

"設
け
、
納
税
期

に
は
人
民
が
自
ら
金
鏝
を
携
行
し
て
納
付
し
、
第

三
者

の
手
績
を
経
過
し
な

い
も

の
で
あ
る
。

②

原
則
上
は
や
は
り
自
費
投
櫃
で
あ
る
が
。

郷
長
が
催
征

(納
税
の
督
促
)
.及
び
代
納

の
責

に
任
す

る
も
の
で
あ
り
、
昔
の
里
書

.・〈
肚
書
)
の
如
き
も

の
で
あ
る
。

靭

能
書

の
名
ぱ
依
然
存
す
る
が
、

催
能
及
び
包
牧

(徴
税
の
引
受
)
の
責

ぱ
之
を
負

は
す
、
朋

に
政
務
警
を
以
て
之
に
代
ら
し
め

る
も
の
で
ど

の
護

で
は
整

曇

一"「書

任
は
・
紅
讐

禦

み

聖

血

割
(管

鑓

郵

卓

あ
る
・
霧

舞

が
響

の

.職

務
を
代
行
す
る
と
は
い

へ
、
花
戸

(
納
税
着
)
に
向

っ
て
直
接
催
任
せ
す

、
た

ぐ
各
村

の
村
役
(
地
保
)
に
向

っ
て
催
討
(
納
税
の
督
促
)

し

、
村
役
か
ら
更
に
花
戸
に
納
税

の
督
促
を
な
す
も

の
で
あ
る
。

㈲

趾
書
割

こ
の
証
書
制

の
う
ち
に
は
尚
ぼ
前
清
時
代

の
辮
法
を
滑
用
し

て
み
る
も
の
が
あ
る
。
社
書

に
は
薪
給

が
な
く
,
過

.

割

の
時
短
畝
約

一
角

の
過
部
費
を
と
る
が
,
之
が
肚
書

の
唯

一
の
牧
人
で
あ
る
。
こ
の
外
、

交
種
(税
収
を
官
に
納
め
る
)
及
び
催
糧

の

.

放
費
、
.宿
泊
食
費
等
は
皆
自
辨
で
あ
る
。
肚
書
の
人
員
は

一
定
し

て
居
り
、
全
縣
を
若
干
の
蔵

に
分
ち
、
毎
肚

に

一,人

の
杜
書
が
縣

.

長

に
よ

っ
て
委
派
さ
れ
る
。
計
　書
は
呵
郷
人
た
る
こ
と
を
各
縣

の
不
成
文
法
と
す
る
。

⑤

包
封
制

田
賦
開
征
の
と
き
、
縣
政
府
は
各
郷

の
花
戸

の
串
票

(領
収
書
)
を
先
づ
獲
行
し
て
、
之
を
各
郷

の
郷
長
に
分
給
す

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻
.

四
五

第

一
號

四
五

1〕 地機が移鯨 すれば,田 賦の賢婚 も之に随って移輔 す る。
移轄 を辨理 する苧績 を過割 といふ"

この種の由賦員槽め



支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

四
穴

四
六

第
一
巻

第

自Z

る
。
郷
長
が
串
票
を
受
取
る
と
、
短
期
間
に
そ
の
郷
の
糧
鋲
戸
田
賦
)
を
集
め
て
際
へ
設
付
す
べ
き
も
の
ル
に
す
る
。

と
き
は
、
郷
長
が
暫
時
立
替
へ
、
然
る
後
更
に
各
花
戸
に
督
促
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

一
時
に
集
ら
な
い

以
上
の
五
穏
は
主
と
し
て
回
賦
の
征
快
方
法
で
あ
り
る
が
、
更
に
牙
枕
や
雑
損
の
征
枚
方
誌
に
は
左
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

と
れ
は
競
争
入
札
の
方
訟
で
、
牙
殺
や
雑
山
刊
の
蝋
惜
敗
を
本
人
陀
請
負
は
す
制
刑
法
で
あ
る
の

(6) 

指
商
承
'
包

('7) 

各
機
関
の
自
征

と
の
各
機
関
の
白
征
勝
法
に
は
二
種
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
一
は
包
商
〈
税
金
骨
精
貫
徹
取
寸
る
商
λ
」
よ
り

用
歎
機
関
(
そ
の
枕
取
を
経
費
と
し
て
使
崩
す
昌
一
機
闘
)
に
直
接
詮
付
し
て
、
財
政
局
の
手
を
絞
な
い
も
の
で
あ
り
、
他
は
用
歓
機
闘
が
直

接
人
を
沃
遣
し
て
征
牧
す
る
方
法
で
あ
る
。

(8) 

之
も
各
廓
通
行
の
方
法
で
あ
る
が
、

『註〕

同
時
に
一
個
の
非
科
易
的
排
法
で
あ
る
。
と
の
種
の
排
法
で
は
征
敬

各
行
商
の
認
倣

率
の
定
め
が
左
く
、
ま
た
征
牧
の
標
準
も
な
い
。
只
毎
年
若
干
の
鐙
を
納
め
る
の
み
で
あ
る
。
肉
拐
(
肉
続
)
の
如
き
、
責
肉
簡
に
よ

っ
て
認
鍛
(
納
税
を
引
受
け
る
)
し

数
回
は
勝
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
が
、

責
肉
商
の
同
意
を
も
得
る
と
と
L
た
っ
て
ゐ
る
。

ま
た
舗
摘
(
管
業
税
)
は
商
曾
(
一
都
市
の
商
人
図
犠
)
よ
り
認
紘
し
、
商
曾
の
経
常
費
か
ら
支
梯
ふ
も
の
と
す
る
。

ν、h

。， (9) 

と
れ
は
省
歎
(
省
将
費
〕
に
障
っ
て
附
加
さ
れ
る
地
方
摘
に
し
て
、

色
商
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
場
合
が
多

随
省
歎
附
征

支
那
、
特
に
河
北
省
に
於
け
る
田
賦
そ
の
他
の
税
金
の
徴
牧
方
法
は
上
述
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
バ
乙
の
小
論
で
は
空
と
し
て
第

六
の
招
商
承
包
た
る
包
税
制
度
を
研
究
の
封
象
と
す
る
と
と
与
す
る
。

奨永慶，河北省十一層高賦枕槻1&<経湾統計季刊，第二審第三期'1，民国二十二
年九月〉六三三頁乃至六三五頁。
認轍は，その地方の首業者の園憶にるギルド叉は商舎の郎市の商人間骨量〉に
於て，圏健員の縛めl二一定の秘書買を蹄頁ムものである。この形式の官官員制民

2) 

註)



塾
藁

諺
要
∵

、一

笠
一
.
、
…

コ

お
踊

鮒
翻

鶏

二

包
税
制
度

の
沿
革
と
其

の
現
状

河
北
省
に
於
け
る
色
視
制
度

の
普
及
は
,
晋
系

(
關
錫
山
添
)
の
掌
政
時
代
に
始
ま

っ
た
が
、
各
縣
が
包
税
制
度
を
實
行
し
た
の
は

銑

に
早
く
か
ら
で
あ
る
。
某
縣

の
如
き
清

の
成
豊
朝
時

代
に
既
に
之
を
施
行
し
た
。
常
時
牲
畜

の
縄
紀

(
仲
買
入
)
と
な
る
苧
績
は
甚

だ
藺
草

で
あ
り
、
凡
そ
経
紀

と
な
る
に
は
、
光
づ
「
認
状
操
引
受
獣
)
を
書
き
,
信
頼
す
べ
き
保
誰
人
三
人
を
立
具
し
た
保
朕
(保
謹
朕
)

.

を
準
備
し

て
、
縣
知
事

の
批
准
を
経
て
、
鍮
帖

(
認
可
状
)
を
得
れ
ば
、
集
(市
)
に
赴

い
て
、
評
牙

(
穫

)
し
て
徴
税
す
る
。
そ

の
鍮

帖

の
内
容
に
玉

っ
て
は
,

時
代
に
よ
り
多
少

の
差
異
が
あ
る
。

光
緒
朝
中
年

に
於
け
る
論
帖
の
内
容
は

次
の
如
く
で
あ
る
。
帥
ち

「
凡
そ
牲
畜

の
買
資

に
あ
り
て
は
.
務
め
て
公
平
に
評
慣
し
、
例

に
照
し
て
手
数
料
を
徴
す

べ
し
。
若
し
税
務
を
包
擬

(諸
員
,ご

し

て
濫

に
散
牙

(下
詰
責
)
を
用
み
る

の
情
事
及
び
行
規

の
擢
齪
が
あ
れ
ば
、
必
ず
斥
革

(
免
職
)
す
。
・…
・・並
に
保
人

の
名
義

に
よ

っ
て

,追
罰
し
て
決
し

て
許
さ
す
」
と
な

っ
て
み
る
。
光
緒
末
年

の
論
帖

の
内
容
ぱ
多
少
攣

更
し
て
、
「
某
々
(
地
方
名
)
の
牲
畜
経
紀
某

々
々

の
心
得
ふ
べ
き

こ
と
左
の
如
し
。
抑
も
城
鎭
等

の
慮
は
牲
畜
集
市
し
、
商
賈
雲
集
す
。
凡
そ
牲
畜

の
賃
貸
あ
れ
ば
、
務
め

て
公
平
に

詐

慣
し
,
税
用

(
手
籔
料
)
を
抽
赦
す
べ
し
。
税
銀
を
愉
漏
し
、
行
規
を
擾
齪
し
、
慣
例
を
齪
す

こ
と
勿
れ
。
若
し
集
市

の
公
務

に
關

=

す
る
も

の
に
あ
り
て
賦
、
奮
章

に
循
照
し

て
辨
理
す
廻、
ぐ
.
毫
も
違
抗
あ
る
を
得
す
。
之
を
以
て
鍮
観
す
。…
…
」
と
な

っ
て
み
る
。

.

牲
畜

の
経
紀
が
こ
の
論
帖
を
得

て
、
市

に
赴

い
て
、
側
鍍

(手
数
料
)
を
抽
牧
す

る
。
税
率
は
二
分
叉
は
三
分
と
す

る
。
経
紀

の
年
納

.

す

る
請
負
税
額
、
各
集
鎭

の
納
め
る
数

目
は
、
固
よ
り
同

一
で
ぱ
な
く
,
同

一
の
集
鎭
で
も
年
代
關
係
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
某

・荘
の
如
き
、
威
豊

二
年
か
ら
光
緒
三
十
三
年

に
至
る
期
間
内

で
は
、
縣
公
署
に
毎
月
鐘
七
吊
を
緻
納
し
、
光
緒
三
十
四
年
五
月
よ
り

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

四
七

第

一
號

四
七

に就 い て は,こ の 小 論 で は 之 に躙 れ な い こ.と、す る。

3)樂 永 慶,・上 錫 論 文,六 八 九 頁 乃 至 六 プレー頁 。



支
饗

村
の
色
視
製

に
就
い
て

第

蓉

四
八

篁

號

四
.八

日
民
国

三
年
末
に
至
る
期
間
で
は
、
毎
月
大
洋
十
四
元
を
納
め
、
以
上
を
均
し
く

一
ケ
年
を
十
ケ
月
に
按
じ
て
、
灘
交
(割
賦
実
綿
)
し
。

.

正
篇
雨
月
(
一
月
と
十
二
月
)
を
無
税
と
す

る
。
幌
國
四
年
以
後
は

一
ケ
年

に
二
十
元
を
減
税
し
、
年
額
合
計
百
二
十
元
を
十
ニ
ケ
月
に

、.牛
均
し
て
雛
交
し
た
。

民
国
三
年
・に
縣

公
署
が
改
組

さ
れ

て
、
行
政
公
署

と
な

っ
た
後
は
.
各
縣
の
税
務
は
攻
第
に
商
を
招

い
て
苞
辮

(
包
税
)
せ
し
め
る

二
」
ζ

実
っ
ヒ
。
毛
図
卜
回
手
蔓
ト
ろ
可
化
合
百
孫

D
碓
牙
脆

D
微
牧

に
ば
、
投
標
方
法
に
よ
っ
て
据
苗
承
句

(色
視
)
せ
し
め
る
と

～
2
ー
オ

♂
ノ

三
国

F
[
」

揖
一
一ノ
ー
、～
一「
'、一ノ'
[
'
一
77
.
rノ
ー
"

.

と

」
な

っ
た
。

こ
の
包
税
制

に
聞
し

て
は
、
河
北
省
政
府
が
相
前
後
し

て
、
「
河
北
省
招
高
承
包
鍋
税
通
則
」
十
五
個
條
、
及
び

「
河

.

北
省
各
縣
包
商
経
牧
税
款
取
締
規
則
」
八
個
條
を
頒
布
し
た
。
藪

に
其
の
う
ち

の
重
要
な
る
若
干
の
修
文
を
借

っ
て
.

こ
の
包
税
制

.

度
を
説
明
し
よ
う
。

「
本
省

の
税
掲
は
省
政
府
財
政
聴

の
委
派
す
る
官
吏
を
以
て
徴
放
す
る
を
原
則

と
す
る
。
但
し
必
要
の
時

は
商
を
招

い
て
承
包
せ
し

・め
る
こ
と
を
得
る
。
」
「
承
包
の
期
間
は

一
年
を
以
て
限
と
し
、
會
計
年
度

に
慮
じ

て
七
月

一
日
よ
り
数
年

の
六
月
末
日
迄

と
し
、
中

-途

で
退
色
す
る
を
得
な

い
。
」
「
損
挽
の
承
句
は
若
し
二
人
以
上
が
之
を
請
願
す
る
時
は
、
投
標
を
以

て
之
を
決
す

る
。
」
「
損
税

の
承

句
を
認
可
さ
れ
た
者
は
、
全
年
の
包
額

に
按
じ

て
十
分

の
二
の
保
護
金
を
預
交

(前
納
)
す

べ
き
も

の
と
し
、
承
包
の
期
限
が
満
了
す

る
と
き
底
撒

に
照
し

て
之
が
返
還
を
受
く
。
」
「
鋸
挽
を
承
句
せ
る
者
は
、

毎
月
徴
牧
す

る
摺
粉
を
分
月
解
款
表

(月
割
交
付
表
)
に
照

.

し
.て
、
翌
月
五
日
迄

に
財
政
聴
に
交
付
し
、
該
聴
は
調
査
の
上
之
を
領
放
す
る
。
若
し
不
足
、
滞
納
が
あ
れ
ば
、
舖
保

(商
人
で
あ
る

保
請
人
)
が
責
任
を
以
て
辨
償
す
べ
き
も

の
と
す
る
。
」
「
親
指
を
承
句
せ
る
者
が

貨
物

の
漏
税
を
倉
見
す
れ
ば
,

一
面
財
政
廉

に
報

告

し
、

一
面
管
轄

の
縣
政
府
或
は
公
安
局
に
途
達
し
て
辨
理
し
、

私
に
虞
罰
す
る
を
得
な

い
。
」
「
税
絹
を
承
復
せ
る
者
が
規
定

に
反

4)王 志信,河 北省之包視 制度(政 治痙濟學 報,・第三巻第:三期"民 団二十 四年 四
月)五 三一頁乃至 五三 二頁。,



一

■
諜

-
匙
.i

し

で
嚢

(馨

・
叢

す
・
)し
、
或
は
爆

ぜ
る
商
民
に
射
し
て
薯

蜜

す
る
時
は
、
塗

芸

金
聾

は
科
罰
せ
る
金
額
を
返

還
せ
し
め
る
外
に
,
そ

の
金
額

に
鷹
じ
て

一
倍
乃
至
十
倍

の
罰
金
に
慶
す
る
。
」
「
包
商
が
挽
歌
を
経
牧
す
る
は
.
包
定
の
匠
域
を
以

て
限

と
な
す
。
」

と
の
承
包
人
の
決
定
に
關
し

て
投
標
を
用

み
る
の
は
,
主
と
し

て
商

人
の
競
争
心
を
喚
起
す
る
悔
め

で
あ
る
。
競
争
關
係
に
よ

っ

て
包
額

(
請
負
額
)
が
増
加
さ
れ
、
そ
の
運
用
が
宜
し
き
を
得
れ
ば
.
政
府
の
牧
人
を
増
す
こ
と
が
出
来
る
。
且

つ
ま
た
税
務

に
關
し

政
府
が
永
く
同

一
の
商
民

塩

放
せ
し
め
る
と
き
は
、
政
府
方
面
で
は
受
賄
の
可
能
あ
髪

免
れ
す
,
ま
た
包
稚
者
は
更

垂

断

の

嫌
を
免
れ
難

い
。
投
標
旗
法
の
施
行
後
は
,
商
人
に
は
皆
馨

心
が
あ
る
か
ら
、
各
人
は
其

の
利
害
を
以

て
標
額
を
託
入
し
て
.
隣

漂
隊

に
昌
漂

(落
札
)
し
ょ
う
と
圖
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
包
税
者
は
壟
断
の
弊
を
免
れ
、
政
府

に
も
ま
た
受
賄

の
嫌
が
減
じ
る
。

併
し
競
争
入
札

の
建
前
は
宣

い
が
、
之
を
行
ふ
こ
と
日
久
し
う
し
て
弊
害

の
生
す
る
を
免
れ
な

い
。

毎
會
計
年
度
開
始

の
三
、
四
ケ
月
前

に
.
財
政
廉
は
各
縣

に
饗
し
該
年
度

に
於
け
る
各
項
税
損

の
承
句
方
法
と
最
低
標
額
と
を
通

令
す
る
。
縣
政
府
は
此
の
命
令
に
接
す

る
と
、
縣

の
事
情
を
斟
酌
し
て
、
該
縣
各
項
税
指

の
招
包
方
法
、
各
項
章
程
の
摘
要
,
投
標

期
日
及
び
最
低
難

を
、
投
標
期
前
に
廣
く
布
告
し
て
週
知
糧

な
ら
し
め
る
。
霞

本
縣
の
城
響

集
鎭
拉
に
塞

の
村
荘
に
遍

く
張
貼
す
る

の
み
な
ら
す
,
ま
た
隣
接

の
各
縣
城
の
通
衡

に
も

一
枚
づ
㌧
の
張
貼
を
な
す
。
投
標
期
日
の
公
布
後
は
、
「
資
本
充
足
、

.信
用
素
著
之
商
號
」
或
は

「
家
道
股
實
、

信
用
素
著
之
商
人
」
は
、

本
縣
人
た
る
と

否
と
に
論
な
く
、

均
し
く
投
標
三
日
前
ま

で

に
・
殿
實
な
舖
保
(商
人
た
る
保
護
人
)
を
具

へ
て
、

指
定
産
所

(即
ち
縣
政
府
)
に
赴

い
て
、
届
け
出
る
。
若
し
舗
保
を
具

へ
る
こ
と
が

出

來
な
げ
れ
ば
・
規
定
の
最
低
標
額

の
+
分
の

を

押
標
金

・
し

て
納
付
す

べ
き

で
あ
る
。
同
時
に
牧
婆

領
牧
謹
)
を
叢

り
、
投

支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

四
九

第

一
號

四
九

5)樂 示度,前 掲論 文,六 七一乃至六七二頁。



支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

宅E

五
O 

五
O 

第

乱t

標
期
日
に
投
標
畿
と
引
換
へ
ら
れ
る
。

と
の
押
標
金
は
得
標
し
た
後
は
保
詮
金
に
振
替
へ
ら
れ
る
が
、
若
し
得
標
し
た
け
れ
ば
其
の

金
額
が
返
還
さ
れ
る
。
併
レ
正
式
に
届
け
出
て
、

投
標
し
友
け
れ
ば
金
額
を
波
牧
さ
れ
る
。

投
標
日
に
な
る
と
、
燃
長
が
吋
全
責
任
在
以
て
主
持
し
、
各
項
の
官
員
が
立
曾
ひ
監
替
ず
る
。
投
標
人
は
左
の
投
標
畿
に
必
要
事
項

を
一

A

記
入
し
仁
、
備
へ
付
け
の
椋
臨
ハ
入
札
符
)
門
K
投
入
す
る
。

め式様の毒事標投

/銀 融 損 税 包 承 ¥ ¥

敷認 i職!佳|籍 l姓 i
名!貫tlt 業目包

投
擦
が
終
れ
ば
.
直
ち
に
そ
れ
を
開
標
し
て
、

最
低
額
を
超
遁
す
る
最
高
投
標
者
を
落
札
者
と
す
る
。

と
の
最
高
額
の
も
の
が
こ

模
以
よ
あ
れ
ば
、
抽
畿
で
落
札
者
を
決
定
す
る
。
若
し
一
回
の
投
標
で
最
低
額
に
還
し
た
け
れ
ば
、
二
回
以
上
の
投
標
を
や
ら
す
。

さ
て
落
札
者
は
、

五
日
以
内
に
「
承
包
書
」
(
包
税
の
引
受
書
)
を
作
成
し
、
股
賓
左
舗
保
二
戸
以
上
の
保
結
(
保
殺
害
)
を
具
へ
、
標

額
の
十
分
の
一
一
に
相
官
す
る
保
詮
金
を
際
政
府
に
差
出
し
、
財
政
鹿
よ
り
「
牙
帖
」
(
免
許
鑑
札
)
を
得
て
、

始
め
て
正
式
の
包
枕
人

左
な
る
、

乙
の
承
包
書
の
一
例
を
左
に
示
す
。

承
包
書
を
具
へ
る
劉
某
々
は
嘗
年
五
十
一
歳
に
し
て
、
某
々
豚
人
に
係
hJ
、
北
街
に
佐
す
。
今
、
章
い
い
遵
ひ
、
茶
々
豚
の
屠
宰
税
合
承
包
す
る
を

籍貫は本籍，佳品上は現位所である。6) 



一

,
-
.
.『
「
.

癩

ひ
、
竣
に
引
受
け
た
る
包
額
及
び
納
金

の
方
法
を

一
々
列
記
し
て
、
具

へ
る
所
の
承
句
書

は
是
れ
車
賃
で
あ
ろ
。

即
ち

一
、
某

々
縣
民
国
十
九
年
度

の
屠
宰
税
を
承
倒
し
、
包
額
は
大
洋
三
千

一
百
零
老
兄
と
す
。

前
項
の
税
金
は
均
し
く
十

二
個
月

に
從
っ
て
李
均
分
納
し
、
後
記
の
月
割
に
照
し
て
納
付
す
。

.

}
、
十
分
の
二
の
保
誼
金
た
る
大
洋
六
百
二
十

=
兀
四
角
を
納
付
す
。

前
項
の
保
護
金
は
包
期

の
満
了
す
る
最
後
の
二
箇
月
に
納
付
す

べ
き
税
金
に
之
を
振
替

へ
る
こ
と
を
許
す
。

一
・
無

の
+
分
の
八
の
覆

・
務

騒

瞥

開
設
す
・
肇

な
・
縫

牒
震

の
資
歪

慧

A・計
栗

大
洋
七
千
元
を
準
攣

る
。

り　り
　

そ

ヒヒ

ロ　コ

ロコ　
　　
ロギ

前
項
の
舖
保
は
税
金
の
完
納
を
俟

っ
て
始
め
て
責
任
の
解
除
が
許
さ
れ
る
。
若
し
滞
納
が
あ
れ
ば
、
異
議
な
く
立
替

へ
τ
交
付
し
、
或
は
舖

産
を
差
押

へ
競
齎
し
て
辨
償
す
る
。

一
、
月
に
按
じ
て
交
付
す
べ
き
税
金
は
、
即
ち

(十

九
年
七
月
よ
ゆ
二
十

年
四
月

に
至
る
十
個
月
は
毎
月
大
洋
二
百

四
十
八
元
五
角
六
分
を
納
付

し
、

二
十
年
の
五
、
六
月
は
各

々
大
洋
三
百
十

元
七
角
を
納
付
す
)。

前
項
の
現
金
は
毎
翌
」
の
十
日
以
前
に
納
付
す
る
こ
と
'18
許
す
。

著
し
滞
納
が
あ
れ
ば
、

舘
保
が
立
替

へ
納

付
す
る
責
を
東
、A
も
の
と
す

る
っ

即
ち
承
包
書

に
は
包
商

の
姓
名
、
年
齢
、

本
籍
、

佳
所
、

承
包
せ
る
税
務

の
種
類
、

請
負

ふ
た

一
ケ
年

の
税
金
額
.
舖
保
の
屋

號

、
納

付
濟

の
保
護
金
額
、
月
割
納
金
方
法
等
を
記
載
す
る
。
納
付
し
た

二
割

の
保
護
金

に
就

い
て
は
,
法
文
に
は
承
包
期

の
滞
了

に
際
し
、
之
を
返
還
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
み
る
が
,
實
際
上
は
最
後

二
箇
月

の
支
佛
ひ
に
振
替

へ
る
。
得
標
人

(
落
札
人
)
が
期
限

迄

に
保
結

を
具

へ
す
、
保
護
金
を
納
付
ブ
る
能
は
す
.

叉
故
意

に
退
包
し
た
時
は
、
引
受
け
た
包
額
に
照
し

て
十
分
の

一
乃
至
十
分

.

の
三
の
罰
金

に
慶
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
得
標
人
が
此

の
罰
金
を
延
引
し

て
納
め
な

い
な
ら
ば
、
舖
保
を
し

て
代
納

せ
し
め
る

.

外
に
.
得
標
人
の
資
格
を
取
消
し
、
女
鮎
者

に
落
札
せ
し
め
る
。
次
貼
者

の
包
額

が
最
低

の
標
額

に
達
し
な

い
と
き
は
、
別
に
招
包

A
承
包
人
を
募
集
す
る
)
を
行
ふ
と
と

瓦
な

っ
て
み
る
。

支
那
農
村
の
包
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻
.

五

】

第

一
號

五

一

鉱
敷
盤
　驚



支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

包
商
の
備
へ
る
備
保
は
、
他
人
が
出
資
開
設
し
て
ゐ
る
も
の
に
限
る
。
包
商
自
身
の
出
資
開
設
す
る
間
続
は
、
そ
の
本
人
の
舗
保
に

第
一
巻

五

五

第

盟主

取
得
し
得
な
い
時
は
、

と
の
項
の
舗
保
は
本
牒
の
段
賓
友
商
械
に
限
る
。
但
し
甲
鯨
の
商
民
が
乞
牒
の
税
務
を
承
包
し
て
、
崎
間
保
七
正

充
て
る
事
を
得
な
い
。

日
刊
山
肌
仰
が
川
山
附

Frι
一
心
了
ず
札
f

i

l

l

:

1

3

4

j

l

 

そ
乃
同
日
活
事
情
、

先
日
J
7ヶ
年
の
匂
額
の
牟
を
納
付
し
て
、
残
品
闘
を
円
割
で
六
ウ
月
間
に
全
部
納
付
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

州
航
然

(
U
計
九
銭
)
を
請
求

得
価
何
人
の
姓
名
及
び
也
州
引
を
財
政
府
恥
に
報
告
し

τ

し
、
ま
た
徴
牧
の
開
始
陀
便
す
る
た
め
「
牙
帖
」
の
設
給
を
請
求
す
る
。

の
も
の
で
、

財
政
商
師
、

持
政
府
及
び
色
商
が
失
点
一
聯
を
保
管
す
る
。

名
‘
包
商
の
姓
名
、

牙
帖
は
財
政
聴
が
之
を
制
定
頒
設
す
る
c

そ
れ
は
三
聯
式

毎
穫
の
税
務
に
牙
帖
一
張
を
用
ゐ
、
そ
れ
に
は
承
色
の
税

包
額
、
有
放
期
間
及
び
徴
牧
直
域
等
の
事
項
を
記
載
す
る
。
牙
帖
の
交
付
に
は
毎
時
間
十
元
の
手
数
料
が
歓
せ
ら

れ
、
財
政
醸
と
勝
政
府
が
夫
占
五
元
づ
L
を
取
得
す
る
。
と
の
子
帖
の
様
式
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

/ 
中

|ら草
I ;五薗
fJ:ι 

1牙年

i~ 月
|仲

I~ 日 鋪包
c f呆商

1予:
|付

l主
戸斤
持
せ
し
め
る

式撲の帖牙の年九十園氏

牙 ¥
河
北
省
財
政
臆
は
牙
帖
を
皆
給
す
る
事
の
矯
め
に
、
蕊
に
某
雨
脚

の
呈
報
に
撮
り
、
何
々
牙
税
は
商
を
招
い
て
投
楳
し
、
之
を
請

貢
は
し
め
る
が
、
商
人
某
々
の
入
札
金
額
た
る
大
洋
元
は

最
高
額
な
る
を
以
て
、
承
包
を
許
可
し
、
そ
の
包
期
は
申
華
民

間

年

月

日

よ

り

年

月

日

に

4
1
n
J

て
満
了
す
。
牙

帖
を
稜
給
し
て
拙
営
業
せ
し
め
る
競
操
と
し
て
牙
帖
を
所
持
す
べ

き
も
の
と
す
。

帖

主志信，前掲論文，五三三頁乃主主三七一良。
李景渓編，定盟系世舎概況調査，五二ニ頁。

7) 
8) 



、
離

蓄

掌

る
時

に
ば
・
「
牙
彩
」
(包
商
の
使
用
人
)
を
設
け
る

こ
と
奮

来

る
・
そ

の
人
警

は
制
限
が
な
く
・
包
票

自
か

ら

之
を
選
定
す
る
も

の
で
、

官
職

は
之
に
干
渉
し
な

い
。

但
し
牙
彩

一
人
を
設
け
る
毎

に
、

財
政
聴

に
牙
彩
執
照

(鑑
札
)
を
請
願

し
、
洋

一
元
の
手
数
料
を
納
め
る
。

こ
の
牙
彩
執
照
の
様
式
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

.式慷照執霧牙・の年九十国民

ン/照 執 ＼＼

河
北
省
財
政
聰
は
執
照
を
登
給
す
る
事

の
爲
め
に
、
叢

に
某
縣

の
呈
報
に
擦
り
.
何
々
牙
税
を
商
人
某

々
に
由

っ
て
、
落
札
諸

員
は
し
め
、
某

々
を
選
定
し
て
牙
霧
と
得
し
、
執
照
を
螢
給
し

て
蕎
辮
(
手
簿
ひ
)
せ
し
め
る
議
様
と
し
て
軌
照
を
所
持
す
べ
き

ラ

ロ
コ

盛b
7
ゴと
弓
、

一…

中
華
民
国

年

月

日

…一

こ
の

一
聯
を
牙
彫
に
交
付

し
て
所
持
せ
し
め
る
。

　

包
税
を
引
受
け
た
商
人
が
、
論
帖
を
受
取
れ
ば
、
章
則
の
規
定

に
照
し

て
.
自
か
ら
徴
放
す
べ
き
も
の
と
し
、
他
人
に
之
を
韓
包

す

る
を
得
な

い
。
併
し
實
際
は
、
包
商
が
慣
例
に
從

っ
て
全
縣
を
若

干
歴
域

に
分

っ
て
、
請
負
ふ
た
税
務
を
夫

々
若

干
の
商
人
に
分

包

(下
受
)
せ
し
め
て
み
る
。

所
謂

「
総
標
」
と

「
分
標
」

と
は
之

で
あ
る
。
分
標
商
人
は
月

々
の
税
収
を
偲
包
商
に
逡
付
し
、
総
包

商

は
、
税
牧
の
中
か
ら
飴
利
を
除
き
、
残
齢
を
期
日
に
縣
政
府
に
納
付
す
る

の
で
あ
る
。
分
包
商
人
は
包
商

か
ら
執
櫨

(
免
状
)
を
受

働

け

て
誰

櫨

と
す

る
。

こ

の
執

櫨

の

一
例

を
左

に
掲

げ
よ

う
。

某

縣
全
域
の
油
肉
秤
行
色
商
事
務
所
は
、
承
租
執
櫨
を
螢
給
す
る
事
の
傷
め
に
.
今
、
劉
某

・
杜
某
の
紹
介
に
櫨
り
、
某
縣
本
城
の
肉
舖
を
李
某

に
相
輿
し
て
、
承
相
せ
し
め
、
二
十

一
年
七
月

一
日
よ
り
二
十

二
年
六
月
末
日
に
至
る

一
ケ
年
を
期
限
と
す
る
。
そ
の
償
は
大
洋
六
百
五
十
元
と
言
明

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

五
三

第

一
號

五
三

9)李 長 嘆 編,止 揚 書,五 二 二 頁 。
10)王 志 信,前 掲 論 文,… 左六 〇 頁g
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支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
で

第

轡

ヨE
四

第

披

五
回

す
る
。
章
に
照
し
て
先
づ
一
半
の
税
歎
(
税
金
プ
伊
】
交
竹
す
る
外
に
、
其
の
絵
の
一
一
半
は
雨
期
に
分
げ
て
之
を
納
付
す
る
。
故
に
殿
賓
必
鏑
保
を
具
へ

で
、
期
に
鴎
ん
で
税
款
を
交
付
し
て
訣
ら
な
い
保
裁
と
す
る
。
定
章
に
遁
照
し
て
百
分
の
三
の
税
用
(
手
巌
料
)
を
徴
収
す
る
以
外
に
、
度
量
衡
検
定

分
所
の
経
費
百
分
の
四
世
附
加
し
、
共
の
鈴
は
一
文
を
も
浮
牧
(
品
開
分
の
徴
牧
)
す
る
を
得
な
い
。
執
擦
を
接
給
し
て
殺
と
な
す
こ
と
件
の
如
し
。

五号

1r'. 

み十手IJ

:li!:某

ノL

総
却
町
四
団
{
総
支
配
人
)

キi

~~， 
湖1

中
華
民
間
二
十
一
年
七
月
一
日

包
商
が
税
款
を
徴
牧
す
る
時
に
は
司
包
定
直
域
内
に
於
て
、
法
定
税
率
規
章
に
従
っ
て
緋
理
し
た
け
れ
ば
な
ら
臥
。
若
し
浮
牧
や

勅
索
(
無
理
や
り
に
取
る
)
の
事
が
護
売
す
れ
ば
、
其
の
額
だ
け
返
還
せ
し
め
る
介
に
、
更
に
英
の
額
の
十
倍
以
下
の
罰
金
を
課
す
る
。

其
の
欣
情
の
重
い
者
に
は
、
保
設
金
を
波
牧
し
.
包
簡
の
賓
格
を
取
消
す
。

包
商
が
税
率
を
減
じ
て
招
保
(
取
引
を
誘
ム
)
し
、

又
は

隣
境
を
侵
越
し
て
税
牧
す
る
と
き
は
、
侵
越
の
税
牧
は
之
を
返
還
せ
し
め
る
と
共
に
、
減
じ
た
税
率
に
照
し
て
五
倍
以
下
の
罰
金
に

虚
す
る
。
包
商
の
違
法
は
間
よ
り
之
左
庭
罰
す
る
が
、
商
民
の
漏
税
も
ま
た
之
を
議
懲
す
る
。
唯
包
商
が
税
歎
を
倫
漏
す
る
商
民
を

殻
見
し
た
時
は
.

照
政
府
に
呈
請
し
て
法
規
に
照
し
て
底
分
し
、

謹
陀
自
か
ら
庭
罰
を
加
ふ
る
を
得
た
い
。

若
し
檀
に
庭
罰
す
れ

ぽ
、
そ
の
正
賞
な
る
と
否
と
を
聞
は
歩
、
そ
の
課
し
た
罰
金
を
勝
政
府
に
返
謹
せ
し
め
、
更
に
そ
の
額
の
十
倍
以
下
の
罰
金
に
虚
す

る
。
か
く
の
如
く
種
A

の
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
に
拘
ら
や
.
官
民
と
も
に
相
脅
ふ
て
、
法
を
視
る
と
と
草
芥
の
如
く
、
私

利
を
管
む
も
の
L
現
れ
る
の
は
‘
従
来
の
支
那
一
位
曾
の
通
鮮
で
あ
っ
た
t

河
北
省
の
各
将
が
施
行
す
る
包
税
制
度
の
税
種
は
、
多
く
は
牲
畜
税
、
屠
宰
税
及
び
牙
雑
税
の
三
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
遂
に

五三八頁。主志信，前掲論文，11) 



9

回

参
考
と
し
て
同
省
静
海
縣

の
實
施
す
る
包
税

の
税
種
及
び
包
額
を
畢
ぐ
れ
ば
、

第

一

表

璃

都

海

縣

の

包

視

の

税

目

と

包

額

●

民
国
二
十
二
年
度

で
は
左

の
如
く
な

っ
て
み
る
。

包

種

包

期

[
.

一
-
-
1
…

L

」

包

額

正:

欺

附

欺

包

商

備

考

牲 屠

鮮 斗・ 畜 宰

・ili
」且「

)手i㍉.昏)行13)租 税

民
国
廿
二
年
度

同岡

元

四

、

一

〇

〇

・
○

○

」
＼
」
【工

二

一、

.
⊃

⊃

一/

凹コ
一

一

ノ

(

(

一

¶よ

、
"

"、
、

L

・
一)

響⊃

ヨ

H

圃ノ

づ

戸」

ダ」

四

四

=

…」
ノ

　
/

-
r
㌦

⊂
.

・
」

J
I

巳
山
畠

)

)

元

四

〇

〇

・○

○

孫

某

々

四

〇

〇

・()
○

閥

某

々

…
、
四

三

…一∵
○

○

=

査

某

守

九

七

七

・C

O

　
三

鼎

早

ヨ

.、
・
一

)

)

.一.く
F
く
'.

民
國
五
年
度
よ
り
包
視
割
を
實
施
す

民
国
三
年
よ
り
包
税
制
を
實
施
す

一

.

畏
團
十
四
年
度
よ
b
色

視
制
を
實
施
す

一

一
同O

灸
欝
鷺

置同

一
.
L刀

四

三
.

⊂

⊂七、四五〇・○○

四一
.ノ

=
.

⊂

⊂九一七・○○

引

奔
項孫某々

『同

船

牙

行

同

二
、

五

九
一
・

O

O

二
九
四・
○
○

陳
某
々

民
國
十
五
年
度
よ
b

包
税
制
を
實施

す

牲
畜
牙
行

同

二
、

五

六

四
・

O

O

六
八
○・

○
○

閻
某
々

民
団
十
七
年
度
よ
り
包
税
制
を
實施

す

励嘉酒脾照視

民
國
+
三
年
度

一
、

九

〇

八
・

○

○

(
蠣
楚
箆

翠

一

何
某
々

民
國十

七
年
度
よ
b

包
税
制
を
實
施
す

一一

三

包

税

制

度

の

利

弊

凡
そ
百
般

の
事
務

は
十
全
を
期
し
難
く
、

支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

利
弊

の
相
生
す
る
こ
と
は
、
影

の
形
に
随

ふ
如
く
で
あ
、る
。
包
視
制
度
は
競
標
關
係
に

第

一
巻

五
五

第

一
號

五
五

　灘 鰯 韓驚濫 頁騒 五lll雛鰻 凱_。 。税



凹

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巷

五
六

第

「
號

五
六

よ

つ
て
税
額

の
増
加
を
期
す
る
こ
と
を
得
る
。
包
税
制
度
は
財
政
牧
入
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
.
確
に
政
府
に
有
利
で
あ
る
。

一

例
を
河
北
省
定
縣

の
牙
税
牧
人
に
と
る
に
、
未
だ
包
税
制

の
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
民
國
四
年
度
よ
り
十
三
年
度

に
至
る
十
個
年
間
で

は
、
毎
年

の
牙
税
牧
人
は
牙
帖
絹
と
合
せ
計
算
し
て
,
最
高

の
年

で
も
三
千
元
を
超
過
し
な
か
っ
た
。
然
る
に
包
税
制
が
實
施
さ
れ

た
民
国
十
四
年
度

よ
り

二
十
三
年
度
に
至
る
十
個
年
間

で
は
.
該
挽
牧
は
最
低

の
年
で
三
千

七
百
元
以
上
,
最
高

の
年

で

一
萬
元
以

ヒ

乙
藍

ぎ

b

蛎

井

ノ
乱
発
訓

つ
下

ひ
魂

免

女

笠
藝

」

ぎ

E
～

-
与
藪

}

嚢

野

防
毒

長

こ
梵

文
ヒ
年

ま

6

な

(
曄

ハ
ら

旧L「
糞
」

=

6
,'
.
イ
ー
,i
ユ4
μ〒
6
「

日
i

巧
井

フ
[
5
1

=

豆
.

さ
芒
Z
-
'
差
5
し
且
且
P
才
明

「{
イ
雷
1
～
7
㌧
也
ブ

乙
.

る
。
包
税
制

の
實
情
を
考
察
す

る
に
、
寧
ろ
共

の
弊

は
其

の
利
よ
り
も
大
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
從

っ
て
色
視
制
度
の
鋒
端
を
窺

ふ

と
と
x
す
る
。

(
一
)

投
標

の
内
幕

色
視
者

の
選
定

に
投
標
を
用
み
る
の
は
、
競
争
に
よ

っ
て
包
額
の
増
加
、

び
い
て
粉
牧
の
増
加
を
圖
る
に

あ
る
が
、
同
時

に
之
に
よ

っ
て
包
商
の
固
定
化
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
從

っ
て
包
期
が
満
了
す
れ
ば
、
投
標
を
行
ふ
べ
き

で
あ
り
、
之

に
は
毫
も
疑
義
が
な

い
。
然
る
に
縣
政
府
方
面
で
は
情
實

に
囚
は
れ

て
故
意
に
投
標
期
を
遷
延
し
て
、
原
色
商

に
績
包

せ
し
め
よ
う

と
す

る
。
甚
だ
し
き
に
至

っ
て
は
、
商
人
が
投
標
を
呈
請
し

て
も
、
縣

長
は
俳

っ
て
.
「
今
も
し
別
に
投
標
を
行

へ
ば
、

税
欺
が
必
ず
果
し
て
能
く
増
加
す
る
か
否
か
を
保
し
難

い
。
た
と

へ
増
加
す
る
に
し
て
も
、
得
標
人
が
殿
實

で
あ
る
か
否
か
、
税
欺

を
滞
納
し
な

い
か
否
か
を
保
し
難

い
。
…
…
」
と
答

へ
、
財
政
聴

へ
は

「
原
商

に
包
辮

を
許
す

の
が
、
比
較
的
婁
當

で
あ
る
」

と
報

告
す
る
。

'

ま
た
投
標
前

に
は
,
城
郷
の
各
集
鎭

蚊
に
繁
盛
の
村
荘

に
貼
札

(び
ら
)
を
張

っ
て
布
告
し
.
招
標

の
税
目
、
投
標
期
日
及
び
地
鮎

を
鍮

示
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
布
告
は
、
僅

に
縣
公
署
前

の
掲
示
板
及
び
四
方

の
城
門
に
貼
る
の
み
で
、
城
門
外

の
諸
方
に

17)漏 華徳,河 北省定縣 的牙税(政 治縄濟學報,第 五巻第二期,民 団二十六年一・

月)三 〇九頁。



及
ぼ
,ナ
、
.
.
或
は
夜
蘭
に
貼

っ
て
、
翌
朝
直
ち
に
撤
去
す
る
も
の
あ
り
、
甚
だ
し
き
に
至

っ
て
は
、
布
告
文
を
作
成
し
て
記
録

に
留
め

る
の
み
で
.
實
際

に
は
之
が
布
告
を
實
行
し
な

い
も

の
さ

へ
あ
る
。

こ
の
種
の
隠
構
は
、
既
に
能
く
財
政
聴
の
知
る
所

で
あ
り
、
之

に
關
レ
て
再
三
訓
令
を
出
↓
て
る
る
が
、
併
し
公
開

の
秘

密
と
な

っ
て
み
る
こ
と
は
甚
だ
明
白

で
あ
る
。
更
に
既
に
招
標
を
公
布
し

乍
ら
、
投
標
前

に
奮
商
に
綾
包

せ
し
め
る
も

の
も
あ
る
。
か
く

て
色
視
を

一
定
人
に
綴
績
さ
せ
、
縣
長
と
包
商
と
の
間

に
不
正
が
行

は
れ
る
。
事
實
、
包
税
は
豪
紳

の
把
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
毎
投
標
期
が
近
づ
く
と
、
土
豪
(奮
包
商
)
は
即
ち

一
面

で
は
流
言
を

散
布
し
、
投
標
を
運
動
す
る
者

に
は
,
武
力
を
以
て
封
峙
す
る
と
謂
ぴ
ふ
ち
し
.
他
面

で
は
績
包
を
運
動
し
、
原
標
額

に
按
じ
、
二

割
を
油
分
し
て
、

一
割
を
縣
官

に
酬
謝

し
、

一
割
を
土
豪

の
自
酬

と
す
る
。」
ま
た
投
標

に
際
し
て
は
、
投
擦
者
間
に
前
以
て
落
札

の

協
定
を
な
し
、
相
共

に
州利
益
を
謀
る
こ
と
が
め
る
。
例

へ
ば
民
國

二
十
…二
年
七
月
の
高
場
縣

に
於
け
る
申於
酒
牌
照
挽
の
色
視
投
標

で

は
、

四
人
の
投
擦
者
が
協

定
し

て
,
低
く
投
標
し
て
利
を
謀

一、・た
。
即
ち
常
時

の
縣
政
府

の
表
示
し
た
最
低
標
額
は
千
九
百
〇
正
元

で
あ
っ
た
が
、
王

・
蒲

の
二
人
は
千
九
百
〇
六
元
に
、
張
は
千
九
百
〇
七
元
に
、
何
某
は
干
九
百
○
八
元

に
投
標
し
、

何
某
が
最
高

で
落

札
し
た

が
、
そ

の
差
は

=
兀
づ

」
で
.
何
某
は
落
札
の
後
、
洋
百
元
を
出
し
て
張

・
王

・
蒲

の
三
人

に
酬
み
た

の
で
あ
る
。

更
に
投
標
規
則

で
は
、
包
商
は
股
實

の
舖

保
両
家
以
上

の
係
結

を
具
備
す
べ
き
こ
と

」
な

っ
て
み
る
。
而
し
て
舗
保

が
果
し

て
股

實

で
あ
る
か
否
か
は
、
承
保
前

に
縣
長
が
審
査
す

べ
き
も
の
と
す

る
。

然

る
に
色
視
者
は
大
抵
皆
市
倫
者
流

(
す
あ
ひ
仲
間
)
の
人
物

で
.
毫
も
信
義
が
な

い
か
ら
,
設
置
に
し
て
守
正
の
商
號
は
多
く
之
に
關
興
し
な
い
。
從

っ
て
股
實

の
商
號
は
.
保
誰

人
と
な
る
を

欲
し
な
い
。
而
レ
て
縣
長
も
舖
保
の
身
柄
を
詳
養
し
な
い
か
ら
,
結
局
小
資
本

の
商
號
や
包
商

の
彩
友
《
番
頭
)
が
、
舗
保
と
な
る
有

様

で
あ
る
。

か
く
包
商
は
多
く

は
既
に
信
義
を
顧
み
な

い
市
倫
旧
で
あ
り
、
舖
保
も
ま
た
資
本

の
微
小
な

る
商
號
で
あ
る
か
ら
、
毎
年

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
競
い
τ

第

一
巷

五
七

第

一
號

五
七

」断

嚢



.

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

　
巻

五
八

第

一
號

五
八

罰

の
税
欺

に
は
必
ず
抱
欠

(
滞
納
)
が
生
す
る
の
で
あ
る
。

(
二
)

包
頭

の
流
弊

包
商

が

一
縣

の
某
税
欺
の
徴
牧
を
請
負

ふ
た
際
に
、
そ
の
徴
税
理
域
が

一
縣

の
全
低
域
に
及
ぶ
と
き
は
、

包
商

一
人

で
徴
牧
す
る

に
は
地
域
が
除
り
慶
す
ぎ
る
。
若
し
多
人
藪
を
雇
傭
し

て
各
地

へ
派
遣
す
る
と
き
は
費

用
が
莫
大
と
な
り
,

ま
た
隈
隔

や
中
飽

(不
正
な
コ
ン
ミ
ツ
シ
冒
ン
取
り
)
が
行
は
れ
る
機
會
が
多

い
。

そ
こ
で
包
商
は
、

有
利
な

地
域
だ
け
を
自
ら
徴
牧

し
,
そ
の
他

の
地
域
は
敷

麗
に
分
15
.
夫

々
重
債
を
以
て
之
を
他
人
に
分
飽
し

て
、
飴
利
を
圖
る
。
分
色
商
人
は
重
る

一
地
域
の
某

へ

も

税
を
包
得
し
た
後
は
、
恒

に
更

に
よ
り
高

い
債

で
、
各
村
荘
毎
に
雪
色

(
零
細
の
下
受
)
せ
し
め
る
。

こ
の
種

の
尊
嬢
た
る
分
包
は
,

幾
重
に
も
剥
制
す
る
方
法

で
あ
り
、
分
包
地
域

の
範
園
が
明
晰
で
な

い
た
め
に
、
時

々
紛
争
が
起
る
。

各
縣

の
招
包

の
税
目
は
、

数
種
あ
る
が
、

そ
の
飴
利

の
多
寡
は
同

一
で
は
な
い
。

飴
利
の
多
い
税
目
に
は
、

競
技
が
群
起
す
る

が
、
利
益
の
薄

い
も

の
は
之
を
顧
み
る
者
が
な
い
。
從

っ
て
利
益

の
な

い
税
目
に
つ
い
て
は
、
投
標

に
慮
す
る
音
な
く
、
税
務
が
中

断
す
る
を
免
れ
な

い
。

・

包
商
が
落
札
し
て
、
征
牧
を
な
す
が
、
そ

の
目
的
は
縢
利

(轡
利
)
に
あ
り
、
百
姓
は
愚
昧

に
し

て
反
抗
す
る
こ
と
が
少

い
か
ら
、

包
商

の
征
牧
方
面
に
あ
っ

て

は

流
弊

が
多

い
。

「
牙
税
章
程
」
に
よ
れ
ば
、

「
買
貴
行
爲
が
あ

っ
て
.

始
め
て
牙
側
を
抽
牧
し
得

る
」

の
で
あ
り
、
そ
の
反
面
に
買
費
行
爲
が
無
け
れ
ば
、
決
し
て
抽
偲
す
る
を
得
な

い
。
然
る
に
包
商
は
買
貴

行
爲
が
無
く

と
も
牙
.

側
を
強
拍
す
る
。
過
路
税

の
如
き
之

で
あ
る
。
某
縣

の

「
脚
螺
牙
税
」
は
、
貨
物
の
駄
運
に
際
し
、
そ

の
脚
便

(
運
賃
)
の
三
%
を
課

す
る
も
の
で
、
本
来
は
営
業
的
の
貨
物
運
搬

に
課
す
る
も

の
で
あ
る
が
.
青
隈
は
農

民
が
自

己
の
駅
騒

で
自
己
の
物
を
運
搬
す

る
場

合

に
も
課
せ
ら
れ
る
。

こ
の
三
%
の
牙
税

の
外

に
、

騨

一
頭

に
つ
き

一
角
、

騒

一
頭
に
つ
き
七
分
が
徴

せ
ら
れ
、
顎
外
に

「
架
腿

18),王 志信,前 掲論文,五 五二頁乃至五五八頁。

μ.
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尊
.

.

費
」

と
し

て
、
毎
杢
銅

元
三
+
四
枚
が
徴

さ
れ
る
。

各
行
牙
税

の
法
定
税
率
は
債
格

の
百
分

の
三
で
あ
り
、
「
成
三
破
二
」
と
し

て
.

買
主
が
二
分
、

費
主
が

一
分
を
負
推
す
る
こ
と

曳
な
っ
て
み
る
が
、
或
る
縣

で
は
買
主
が

三
分
、
喪
主
が
二
分
、
合
計
五
分
が
徴
牧
さ
れ

て
る
る
。
ま
た
財
政
聴

の
牙
税
章
程
に
は

「
零
細
な
る
取
引
に
し
て
、
そ

の
納
税
額
が

一
角
以
下
な
る
も

の
は
之
を
免
税
と
す
」
と

の
規
定
が
あ
る
が
、
之
は
殆

ど
實
行
さ
れ

て
る
な
い
。
そ
れ
は
各
縣

の
牙
税

の
征
牧
は
、
多
く
は
集
市
或
は
廟
會

で
行
は
れ
、
且

つ
此
等

地
熱
で
の
取
引
は
極
め
て
零
細

で
、

一
角
以
上
を
納
税
す

る
取
引
は
殆
ど
見
ら
れ
な

い
か
ら
、
此
等

の
取
引
を
免
税
と
す
る
と
を
は
、
牙
税
牧
人
が
激
減
す

る
と
の
理
由

に
も
よ

っ
て
み
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
零
細
な
取
引
が
却
っ
て
規
定
以
上
の
税
率
を
課
せ
ら
れ

る
こ
と
が
屡

々
あ
る
。
之
に
反
し
,

大
量
の
商
・叩
を
取
引
す
る
商

人
は
、
若
し
或
質

、
そ
れ

に
高
率

の
裸
視
が
な
さ
れ
る
と
.
境
率

の
低

い
他
縣

へ
其

の
商
品
を
輪
逸
し

て
取
引

ず

る
と

と

・、
し
、
之

に
よ

っ
て
包

簡

乃
税

枚

が

鳴
く
な

ン
叩
外
ら

,
許
黙

り
包
衡

ま

可
h
、も

シ
乞

叩

つ
ご
氏

(
未
見

」ご
す

5

ニ

ー一
一!
」

b
」
三
'

「

曽'
ー

ノ'
口
〆
G

(
一「
一
.イ

月
-

囲み彫
ヨ

4
回
f

、
一三口
張
q
、'̀

}
.」',
、(

と

忘
な

る
。

そ

の
結

梁

と
し

て
、

包
版
制

の
下

で

は
、

小
資
本

者

が
重

税
を

負

ひ
、
大
資

本

が

反

っ
て
輕

税

さ
れ
、

租

税
上

の
公

準

の
原
則

が
失

は
れ

る

こ
と

」
な

る

。

省

税

で
あ
れ

、

地
方

税

で
あ
れ
、

征
牧

者

は
納

税
者

に
牧
篠

(
領
収
書
)
を
渡

す

べ
き

で
あ

る
が
、
包

税

制

の
下

で
は
、

分
包
、

零

包

が
行

は
れ
、

個

々
の
税
牧

が
極

め

て
少
く
、

牧

擦

の
製

作
費

に
税
牧

の
殆

ど
全
部

が

と
ら
れ

て
し

ま

ふ

と

の
口
實

で
、

牧
譲

を
嚢

給

し
な

い
場

合

が
多

い
。
併

し
其

の
裏

面

に
は
規

定

以

上
に
高

い
税

率
を

課
す

る

と

い
ふ
不

正
が
行

は
れ

易

い
。

包

商

が
落

札

す
れ

ば
包
額

の
十

二
分

の

二
を

保

護

金

と
し

て
納
め
.

そ

の
淺
飴

を

卒
均

し
で

月
割

で
官

へ
納

め
る

と

と

x
な

っ
て

み

る
が

、

月

々
の
取

引

に
は
繁

閑

が
あ
り
、

毎

月

の
税

牧

が
確

定
し

な

い
か
ら
、

規

定
通

り

に
官

へ
納

付

す

る

こ
と

が
困
難

と
な

る

支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

五
九

第

一
號
.

五
九



,

文
那
農
杜
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

　
巻

六
〇

第

一
號

の
み
な
ら
す
、
毎
年
の
税
欺

に
均
し
く
施
欠
が
あ
り
、
第

二
年
度

の
開
始
後

に
始
め
て
納
付
す
る
場
合
が
多

い
。

國
二
十

二
年
度
末

に
於
け
る
各
税
日
別

の
包
商

の
滞
納
額
は
左

の
如
く
な
っ
て
み
る
。

第

二

表

河
北
省
菓
縣
二
十
二
年
度
に
於
け
る
各
種
包
商
の
滞
納
額

河
北
省
其
縣
の

民

六
〇

.

税

【

ノ:'

<.コ

包

既

納

税

額

瞳11「

納

/=、.
一.馳⊥

」」

居

宰

親

元

四
2

0
0
・○
○

元

二

、
五

山
ハ
〇

三
〇
〇

元

元
〇
〇
・O
O

一 箪國..1一

六
四
乳
量

.

牲

畜
.

税

六
、

五

二

八
・

○

○

四
、

=

三
・

九
二

一
、

三

八

五
・

六

〇

=
○
二
八・
四
八

斗

行

税

一

五
、

七

八

九
・

○

○

八、
六
四

丁
二
二

三
、

四

四

四
・

四

〇

三
、

七

〇

三
・

三

八

鮮

貸

蔵

行

税

四
、

三

九
八
・

○
○

二
、

六
五

八
・

四

〇

一
、

〇

七
五
・

0

0

六
六
四
⊥ハ
○

大

木

薦

行

税

「
九
四
三・

○
○

一
、

一

六

六
・

四

〇

四
八
五
・
○
○

二

九
一
・

六

〇

油

肉

秤

行

税

七
、

四

五

〇
・

O

O

四
、

六一

=
・
二

八

】
,

六

七
三
・

四

〇

一

」

五

五
・

三

二

船

打

粉

二
、

五
九

丁

○
○

　
、

六

=
・

二

〇

五
七
七・
○
○

四
〇
二
・
八
○

控

書

牙

行

税

二
、

五

六

四
・

○

○

一
、

五

三

二

⊥

六

六
四
八・
八
○

三
八
三
・
〇
四

総

計

四
五
」
三
八
三・

○
○

二

六
,

九

〇

四
・

五

八

一

〇
、

一

八

九
・

二

〇

八
、

二

六

九
・

二

二

薙
に
包
商
が
税
款
を
滞
納
す
る
主
た

る
原
因
を
暴
ぐ
れ
ば
、
左

の
如
く
で
あ
る
。.

σD

包
商
が
殿
實
で
な

い
。
包
商

の
多
く
は
市
倫

の
徒
で
あ
ゆ
、
そ
の
包
税
を
引
受
け
る
の
は
、
利
を
謀

っ
て
、
糊

口
養
家

に
資



謬

.

・墨

蓼

…

毒
難
業

診

書

・糞

撫
轟

轟

鷺

ナ

る
た
め
で
あ
り
、
投
標

の
と
き
は
落
札
の
み
を
願

っ
て
標
額
を
妄
に
高
め
、
將
來
能
く
之
を
納
付
し
得

る
か
否
か
を
顧
み
な
い
。

②

音
更

の
中
飽

各
縣
政
府

の
改
革

の
時
、
便
宜
上
そ

の
政
務
警
察

は
昔
日
の
荷
役
を
以
て
之
を
充
當

し
た
。
髄此
の
輩
は
税
務

に
劃
し
催
緻

(納
入
督
促
)
の
責
を
負
ふ
が
.
征
牧

の
樺
が
な

い
。

包
商

の
多
く
は
此

の
理
を
明

に
せ
す
、
視
歓
は
共
の
代
納
に
之
を

.委
す
る
。
こ
の

一
傳
手
の
間
に
、
税
歎

が
中
飽
さ
れ
る
。

㈹

纏

の
畳

年
度
の
終
了
、
或
は
包
期
結

了
従

包
商
は
普
発

露

を
浮

た
の
鑑

ら
す
、
凶
災
が
あ
り
.
損
失

・を
被

っ
た
と
稻
し
で
、
減
額
納
付
を
要

求
し
て
、
全
額
を
納
め
な

い
。

㈲

分
包

の
滞
納

分
包
商
も
納
期

と
な

っ
て
,
包
商

の
故
智

に
習
っ
て
、

凶
災
を

口
實
に
し
て
税
欺
を
納
め
な

い
か
必
、
勢

ひ

9
ρ

東
員

.

鶴

の
講

叢

る
。

楚

巽

⑤
.

包

商

の
捌

用

ハ流
用
)

包

商
が

税
金

を
請
負

ふ
キ
な

る
目

的

は
響

利

で

あ
り

,

そ

の
生
活

を
維
持

す

サ倫
に
あ
曽和
。

碍
と
し

て

差

出
　家
の
収
入
が
減
縮

し
て
、
費
用
が
不
足
す
れ
ば
、
往

々
に
し
て
税
歎
を
流
用
す

る
の
方
法
に
出

る
。
樹
も
し
包
商
が
不
良

の
嗜
好

綴

に
繋

れ
ば
、
竣

の
流
用
が
必
然
的
に
起
る
。

・

梵

◎

冨

の
墜

包
票

官
府
に
駕

す
る
も
,
實

が
時
と
し
。
之
を
陵

。
。
報
告
芋

、
私
嚢
に
興

し
。
、
包
商
。

畿

女
馨

と
す
き

と
も
あ
る
。

議

-
か
く
の
加
冠

需

度
の
下
陰

、
包
票

滞
納
し
・
、
豫
期
の
如
姦

府
。
竣

が
得
。
墾

た
め
。
霧

農

地
芒

め

畿

.
る

こ
と
が
肇

あ
る
・

藁

三

)

霧

訴
訟
の
不
瓢

謡

が
征
笠

南
至

の
・
、
篇

・
圖
・
密

で
・
・
賀

一
鑓
で
・
が

牽

徴
牧
せ
・

勒

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

.

第

一
巻

・六

一

第

　
號

六

一



支
那
農
村

の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

一
巷

.六
二

第

一
號

六

二

と

し

て
,

苛

細
を

極
め

、
.納

税
者

と

の
間

に
紛
糾

を
惹

起
し
、

訴

訟

と
な
る

こ

と
が
多

い
。
從

っ
て
包

税
制

下

で
は

税
務
訴

訟
が
屡

々
現

は
れ
、

極
め

て
不
経
済

と
な

る
。

而

し

て
訴

訟

手
績

は
蕾

に
紛
繁

な

る

の
み
な
ら
す

、

包
商

は
嫌

悪

す

る
者

に
饗

し

て
は
之
を

妄

に
訴

へ
る

こ
と
も
屡

々
あ
る
。

包
商

が

税
務
を

請
負

ふ
血

後

ぱ
,

簿

蟹
分

包
す

る

こ
と
は

上
述

一9
如
く

で
あ
る
。

此

等

の
分
包
商

人

は

法
律

上
毫

も
根
檬

が
な

/
＼

内

兜
断

り
乳量
山九
.

弐

ま
く剛
県
側
を
痩

目
那
瀞タ
る
も

.
一旦
協
仏↓
乱
を
縣

政
府

に
}誹

へ
りO
こ

と
を
用得
な

い
。
一泊
し
分
砲

紳聞
一八
が

・此
の
罫
一凌
軸
甜

宗

耳

一一'
G
、、ユ
ヨ

ー-「}
イ

・γ

,
フ,・

'
「

[一
.
r

/

i
!
幽】
上

巴

`

'

へ
す
、

同

然
訴
訟

を
提

起
す

れ

ば
、

必
ず
駁

斥
さ

れ

る
。
從

っ
て
分
包

商

人
が
納

税
者
め

違

抗
倫

漏
を

獲

見
す

れ
ば

、

必
ず

先
づ
総

包

商

に
申
告

し
、

総
包

商

か
ら
縣

政
府

へ
之

を

訴

へ
る

こ
と

」
な

る
。

遊

に
於

て

縣

政
府

が

漏
税
者

を

始

め

て
虞

罰

す

る
順
序

と

な

る
。

総

包
商

は
各

分
包
商

か

ら
分

包

の
税
歎

を

受

取

つ
た
後

、
始

め

て
縣

政
府

へ
税
欺
を

納

付
す
る

の

で
あ
る
。

若

し
分

包
商

人

　

が

理
由
を

つ
け

て
抱
欠
し
、
遅
れ
て
変
縞
し
な
い
な
ら
ば
,
総
包
商
は
庭
罰
を
免
れ
る
た
め
、
ま
た
税
牧
を
得
る
た
め
、
滞
納
せ
る

・分
包
商
を
縣
政
府
に
訴

へ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
輻
穰
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
,
そ

の
手
綾

は
紛
繁

に
過
ぎ
、
菅

に
金
綾
及
び

.

時
間

の
損
失
を
蒙

る
の
み
な
ら
す
、
行
政
の
敷
率
に
も
人
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
此
の
訴
に
關
し

て
は
.
書
史

勤

が

各
種
の
訴
訟
小
費
を
勒
棄
す
る
も

の
で
あ
る
。

四

旬

税

制

度

の

改

革

包
税
制
度
に
は
以
上

の
如
き
弊
害
を
伴

ふ
も

の
で
あ
る
が
、
民
国

二
十

一
年

に
財
政
整
理
委
員
會
が
北
京

に
設
立
さ
れ
る
や
.
専

ら

財

政
上
に
於
け
る
牧
支
整
理
の
計
豊
を
樹

て
、
ま
た
包
税
制
度
を
以

て
財
政
原
理
に
合
致

せ
ざ
る
も

の
と
し

て
、
河
北
省

の
財
政

20)王 志信,前 掲論文,五 七三頁。



ひ

m
d
S傷
者
毒
事
者
f

V

必
需
争

4aay宅地-民事お

聴
を
し
て
官
牧
に
改
め
る
や
ろ
箸
誇
せ
し
め
た
。
惑
に
於
て
財
政
隠
は
一
方
に
於
て
各
撚
匂
枕
の
責
情
を
調
査
し
て
該
委
員
曾
陀
報

告
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
各
将
を
し
て
官
征
と
包
商
制
と
の
利
害
得
矢
を
調
査
報
告
せ
し
め
た
。
賓
抵
・
豊
潤
噌
鏡
陽
・
呉
橋

の
四
勝
は
、
官
征
は
包
税
よ
り
も
優
っ
て
ゐ
る
と
回
答
し
た
が
、
そ
の
他
の
諸
廓
は
皆
官
征
は
包
商
の
宜
し
き
に
し
か
や
と
回
答
し

た
。
此
等
の
諸
将
が
包
商
を
官
征
に
改
め
る
と
と
を
便
と
し
な
い
-
理
由
は
、

大
胆
四
次
の
如
く
で
あ
る
。

(1) 

牲
屠
等
の
税
は
極
め
て
零
細
で
あ
る
か
ら
，

そ
の
徴
税
は
容
易
で
な
い
。
之
を
放
任
す
る
と
き
は
、
悉
く
倫
漏
し
、

続
牧
が

不
足
す
る
。
干
渉
せ
ん
と
す
れ
ば
役
員
数
が
寡
少
で
切

経
費
が
不
足
し
、
勢
ひ
必
十
困
難
に
陥
る
。

(2) 

包
商
が
征
税
す
る
に
は
、
中
国
の
商
業
経
営
手
段
を
用
ゐ
、
牧
入
支
出
は
軽
微
の
金
額
と
雄
も
必
4
7
之
を
等
っ
て
取
b
a
極

微
の
金
銭
で
も
之
を
追
求
す
る
と
と
主
目
的
と
「
る
。
之
は
内
情
を
洞
悉
せ
る
者
で
な
け
れ
ば
知
る
べ
く
も
在
い
。
総
て
征
実
事
局

の
能
く
す
る
所
で
は
な
い

ψ

(3) 

牙
税
と
い
ふ
税
目
で
は
、
税
は
牙
(
仲
買
人
〕
よ
り
出
で
、

牙
が
あ
っ
て
、
然
る
後
に
税
が
あ
る
。
現
在
の
牙
税
は
包
商
に
蹄

す
る
と
は
い
へ
、
牙
移
(
仲
買
人
の
仲
間
)
は
依
然
と
し
て
存
在
し
、

A
A

が
抽
伺
〔
子
殿
料
を
取
る
)
す
る
の
は
、
依
然
と
し
て
奮
慣
に

よ
る
の
で
あ
る
。
若
し
牧
役
し
て
牙
を
設
け
な
け
れ
ば
.

牙
税
の
本
旨
は
全
然
夫
は
れ
、
商
人
は
之
を
貨
物
税
と
注
し
、

牙
税
た
る

を
認
め
な
い
。
之
に
よ
っ
て
紛
糾
が
抜
大
し
て
.
事
が
順
調
に
捗
ら
な
い
。

(4) 

包
商
時
代
に
は
大
包
・
小
匂
が
縛
幅
四
分
包
し

人
数
が
極
め
て
多
く
、
皆
と
の
微
少
の
一
利
条
に
よ
っ
て
、
生
活
し
て
ゐ
る
。

一
旦
改
め
て
官
排
に
鋳
す
る
な
ら
ば
、
失
業
者
が
念
陀
増
加
し
、

生
計
が
逼
迫
し
て
、
勢
び
必
や
雷
同
し
て
破
壊
せ
ん
左
謀
る
。

(5) 

包
商
は
皆
郷
土
乞
熟
知
し
て
ゐ
て
、

征
税
の
時
、
納
税
者
を
探
索
す
る
の
に
、

費
用
を
要
し
泣
い
。

然
る
に
若
し
官
征
陀

支
那
農
村
の
包
積
制
度
に
就
い
て

第

巻

占

ノ、

第

披

ム
ノ、



支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巻

六
四

第

】
號

六
四

・改

め
る
な
ら
ば
、
事
情
が
知
悉
し
な

い
の
で
、
有
ら
ゆ
る
盧
に
不
便
が
起
る
の
を
免
れ
な
い
。
若
し
納
税
の
愉
漏
を
杜
絶

せ
ん
と
す

.

れ
ば
.
検
査
員
を
増
員

せ
ざ
る
を
得
す
、
そ

の
支
出
額
が
豫
測
出
來
す
、
牧
家
相
償

は
ざ
る
に
至
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
従
前
、

醤
包
商
が
満
期
と
な
り
、
新
商

が
未
だ
確
定
し
な
い
際

に
、
縣

署
に
よ

っ
て
暫
時
代
任
し
た
が
、
滞
納
が
甚
だ
多
く
、
徴
牧
し
た
税

額
は
僅
か
に
征
枚
人
員

の
車
販
費
を
償

ふ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。

働
、

包
税
制
庚

の
行
は
れ
る
こ
と
野
に
久
し

く
,
網
浩

ふ
て
慣
碧

と
な

り
、
商
民
は

ツ㌻
煎

て
日
常

の
茶
蟹

畢
と
し
ド」
み
る
。
.支

那

の
民
情

と
し
て
は
、
既
成
の
制
度
に
甘
ん
じ

て
み
る
が
、
新
し
い
こ
と
に
は
協

力
し
難

い
。

二
旦
、
包
税
制
を
徹
底
的

に
改
革
せ

ん
と
す
れ
ば
、
蕾

に
地
方

に
誤
解
を
惹

起
す
る

の
み
な
ら
す
、
包
商
は
生
計
に
關
す
る
所
と
し
て
、
暗
中
煽
惑
し
、
以
で
税
牧
を
阻

.

擁
す
る
を
免
れ
難
い
。

財
政
聴
は
各
縣
よ
り
色
視
制
度

に
關
す
る
意
見
を
徴
し
た
る
後
、

「
本
廉

に
よ
っ
て
詳
細

に
調
査
し
た
る
に
、

そ
れ
は
實
際
に
相

.

違
な

い
と
と

で
あ
る
。
從

っ
て
こ
の
改
制
問
題
は

實

に
深
長
な
考
慮

の
必
要
が
あ
る
」
と
な
し
。

「
そ
れ
税
制

の
改
善

と
視
牧
の
確

保

と
は
雨
車

に
賭
し
、

　
時
に
並
塁
す
る
を
得
な
い
。

地
方

の
實
在
情
形

に
就

い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
改
制
は
伺
ほ
暫
時
之
を
稽
延

ば

し
得
る
も
,
歳
入

の
維
持
は
、
實
に

一
刻
も
之
を
忽
か
せ
に
な
し
得
ざ
る
重
要
事

で
あ
る
。
目
前
の
計
に
慮
す

る
た
め
に
は
、
唯

暫

ら
く
包
商

に
よ

っ
て
牧
視
せ
し
め
、
歳

入
に
歓
く
る
所
な
か
ち
し
め
、

現
猷
を
維
持
す

べ
き
で
あ
る
」
と
.の
結
論

に
達
し
亥
。

河

・北
省

の
財
政
に
は
既

に
斯
く

の
如
き
困
難
が
あ
る
か
ら
、
財
政
整
理
委
員
會
が
再
三
包
視
の
改
制
を
訓
令
し
た
に
拘
ら
す
、
歳
入

の

物

.

維

持
を
圖

る
た
め
に
、
依
然
包
税
制
度
を
施
行
し
て
み
る
。

包
税
制
度

に
は
弊
害
が
多

々
あ
る
が
、

一
塁

に
し
て
之
を
暖
止
し
て
,
官
版
に
改
め
る
こ
と
も
困
難
な
る
事
情

に
あ
る
か
ら
.
先

21)王 志信,臼i=掲論 文五七六頁乃至 五七九頁。



ーに

づ
包
税
制
度
の
懲
害
を
成
る
ぺ
く
少
か
ら
じ
め
る
と
と
を
圃
る
必
要
が
あ
る
。

と
の
方
法
と
し
て
王
志
信
氏
は
女
の
如
き
提
案
を
示

し
て
ゐ
る
。

(1) 

包
視
の
施
行
排
法
は
投
標
に
際
し
て
、
商
民
の
競
投
を
求
め
、
枕
額
の
増
加
を
闘

投
標
陀
際
し
て
先
づ
布
告
す
べ
き
と
と

る
に
在
る
。
投
襟
前
に
庚
く
布
告
し
て
、
週
知
に
便
な
ら
し
め
、
商
民
を
し
て
投
擦
の
機
曾
を
得
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。

と
の
種
の

排
法
は
規
章
中
に
明
文
の
規
定
が
あ
り
・
毎
投
標
時
に
は
財
政
聴
が
必
守
蕨
切
に
訓
誠
す
る
庭
で
あ
る
。
然
る
に
各
蘇
は
必
4
y
し
も

之
を
遵
守
し
な
い
。
故
に
今
後
は
投
標
一
ヶ
月
前
に
遁
く
布
告
し
、
ま
た
新
聞
紙
上
に
掲
載
し
て
、
民
衆
の
週
知
に
便
な
ら
し
め
、

部
の
人
の
把
持
(
甜
占
)
を
免
れ
し
む
べ
き
で
あ
る
。

(:2) 

包
商
の
資
格
』
M
L

確
定
す
る
と
と

現
在
の
包
商
は
多
く
は
市
伶
の
徒
で
あ
り
、

家
誌
が
段
重
で
志
く

信
用
が
索
著
で
は
無

い
の
今
後
は
白
慌
の
身
分
を
咽
同
室
し
て
・
政
安
に
い
℃
信
!
弔
あ
る
者
に
始
め
て
承
」
但
吃
認
可
ナ

J

〈
時
乙
で
あ
る
。
日
比
つ
句
)
肉
た
る
仏
H

に

は
‘
熟
練
に
レ
て
、

税
務
に
精
通
せ
る
と
と
を
要
求
レ
、
標
債
の
高
低
に
到
し
℃
胸
中
陀
成
算
あ
る
の
み
な
ら
歩
、
ま
た
時
前
来
施
行

す
べ
き
征
牧
に
も
、
事
の
深
演
を
能
く
知
り
、
妄
に
我
健
を
遁
さ
な
い
と
と
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
嘗
て
色
簡
と
友
0
4
K
新
進
の

徒
は
、
草
陀
包
税
の
有
利
に
し
て
圃
る
ぺ
き
を
知

p
、
得
ざ
れ
ば
愁
ひ
得
れ
ば
夫
ふ
と
と
を
楚
仏
、
絡
に
事
を
ゃ
ぶ
り
、
公
私
そ
の

損
害
を
蒙
る
と
と
L
友
る
。

(3) 

包
額
は
宜
し
く
遁
嘗
た
る
べ
き
と
と

競
投
を
な
す
以
上
、
多
い
方
が
宜
し
い
。
併
し
一
定
の
制
限
が
無
け
れ
ば
予
そ
の
結

果
必
然
に
依
損
を
生
じ
、

滞
納
の
鋒
を
生
む
。
故
に
嘗
地
に
於
け
る
取
引
の
一
貫
欣
を
考
察
し
、

盛
年
の
徴
牧
額
を
封
照
し
て
、

E裳
め

計
算
し
、
牧
税
費
用
を
除
い
て
、

一
定
の
合
理
的
危
る
標
準
を
定
め
て
，
遁
嘗
の
標
教
を
求
む
べ
き
で
あ
る
。
開
標
の
時
は
、
最
高

支
那
農
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

巻

六
五

第

披

六
五



支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

「

第

[
巻

六
六

第

一
號

六
六

.

額

に
落
札
す

べ
き
も
一
飴
り
に
突
飛
な
も
の
は
之
を
採
樺
し
な
い
方
が
よ

い
。
此
の
際
注
意
す

べ
き
は
、
標
額
を
規
定
す
る
時

に
は
.

税
牧

の

一
部
分
を
覆
し
て
之
を
包
視
者
の
齢
利
と
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
承
包
人
が
無
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。

省
ほ
多

牧
を
願
ふ
こ
と
は
、
色
視
者
に
は
固
よ
ーー
大
害
は
な

い
が
、
人
民
は
そ
れ

に
よ

っ
て
受
け
る
病
が
愈

々
深
く
な
る
。

・濁

本
行

(
本
職
の
南
舘
)
に
よ

っ
て
承
擬
す
る
こ
と
に
改
め
る
こ
と
.

從
雷
の
包
境
港

は
色
枕
の
私
務

に
明
ら
か
な
ら
す
,
ナ
な

る
利
を
望

ん
で
、
任
意

に
苛
斂
を
行
ふ
た
。
最
近
に
於

て
は
包
親
は
、
本
行
に
よ
っ
て
示
辣
す
る
者
が
頗
る
多
く
、
そ
の
結
果
之
を

.

私
人
に
委
す
る
場
合
に
較
べ
て
、
梢
良
好
で
あ
る
。

思
ふ
に
同
行

(同
業
)
の
う
ち
で
は
、
休
戚
相
閲
し
、
利
害
が

一
致
す

る
。
且

つ

商
人
は
恒

に
久
遠

の
計
を
考

へ
、
私
人

の
如
く
顧
忌
す
る
所
無
き
に
至
ら
な
い
。
故

に
今
後

に
於
て
は
、

税
務
の
承
句

に
は
本
行

の

,承
包
を
以
て
基
準
と
す
べ
き

で
透
る
。

⑤

舖
保
は
宜
し
く
股
實
な
る
者
を

求
む

べ
き
こ
と

包
商
が
落
札
レ
た
時

に
は
,
先
づ
包
額

の
十
分

の
二
の
保
護
金
を
納
め
る

・が
、
そ
の
絵

の
十
分
の
八
の
額

は
、
期
日
通
り

に
納
付
さ
れ
る
か
否
か
豫
期
し
得
長

い
か
ら
、
両
家
以
上

の
殷
富
な
る
舖
保
を
具

へ

.て
、
期
日
通
り
に
納
歎
ず

る
保
護
と
す
る
の
で
あ
る
。
包
商
が
期
日
に
納
税
金
額

の
全
額
を
納
付
す
る
か
否
か
は
、
實

に
舖
保

の
如

.

何

に
懸
る
も

の
で
あ
る
。

若
し
小
資
本
を
以
て
生
業
を
螢
み
,
濫
に
保
誰
人
を
充
當
し

て
、
缺
損
を
す
れ
ば
.
蕾
に
階

に
滅
亡
す
る

憂

あ
る
の
み
な
ら
す
、
税
欺
も
を
た
必
ず
其
の
影
響
を
受
け
て
、
之
を
滞
納
す
る
に
至
る
。
故
に
股
實
に
し
て
信
頼
す
べ
き
者

を
選

タ

.

ん

で
、
始
め

て
保
誰
人
に
充
當
す
べ
く
、
情
圃
貰
に
よ

っ
て
,
將
來

に
患
を
蔑
し

て
は
な
ら
ぬ
。
舖
保

の
殿
賀
な
る
や
否
や
に
聞
し
て

-は
、
縣
政
府
が
管
轄
置
域
内
の
股
實
な
る
若
干

の
商
舖
を
詳
査
し
、
之
を
豫
め
公
示
し
て
、
包
商
が
そ

の
中
か
ら
保
誰
人
を
取
る
の

」に
便
す

べ
き
で
あ
る
。
包
商
が
其
の
中

か
ら
保
誰
人
を
取
り
得
な

い
と
き
は
,
管
轄
歴
域
内
の
比
較
的
股
醤
な
る
舖
保
両
家
以
上
を



,

其

へ
し
む

べ
き
で
あ
る
。
併
し
こ
の
種
蒲
號

の
資
本
額
と
苦
業
状
態

と
に
つ
い
て
は
、
詳
細

に
之
を
調
査
し
た
後

に
、
始
め
て
保
誰

人
と
し

て
許
可
す
べ
き
で
あ
る
。

.

⑥

押
金

(
保
澄
金
)
と
し
て
は
宜
し
く
現
金
を
求
む
べ
き
こ
と

商

民
が
股
擦
の
申
込
み
を
な
す
に
は
、
最
低
標
額

の
十
分
の

一

に
相
賞
す
る
押
標

金
を
納
付
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
若
し
其
の
申
込
み
を
寫
し

て
投
標
を
爲

さ
な
い
と
き
は
、
そ
の
押
金
を
濠
放
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
服

の
押
金
を
設
け
る
の
は
.
圖

よ
り
投
標
を
申
込
ん
だ
者
を
し

て
期
日
に
投
標
せ
し
め
る
に
在
る
が
、
ま

た
投
擦
者

の
誠
意

た
る
こ
と
の
澄
慷
と
も
な
る
。
押
金
を
納
め
る
時

に
際
し
、
票
條

(
手
形
)
を
以
て
之
を
党
首
す
る
こ
と
を
許
す
な

ら
ば
,
故
意

に
試

め
し
み
を

や
る
こ
と
を
保
し
難

い
。
故

に
押
金

と
し

て
は
現
金
を
納
付
す
る
こ
と
を
準
則
と
し
、
落

し
悉

く
現
金

を
以

て
納
付
し
得
な

い
な
ら
ぼ
、
信
頼
ナ
ベ
キ
期

票

覇

嘉

抱
沢
　霧

;

珀

ふ
べ
噺
で
わ

る
。
糞

驚

藁

看
た
る
鷺

晴

込
ん
で

投
標
し
な

い
や
う
な
事
の
無

い
や
う
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

⑭

包
商

の
帳

目

(帳
簿
)

を
検
査
す
る
こ
と

包
商
が
税
務
を
承
包
し
た
後

は
、
其

の
収
入
と
支
出
と
は
必
ず
嫉
簿

に
之
を
記

載
す
る
。
包
商

の
雫
素

の
行
動

の
表
裏
ば
,

こ
の
帳
簿
中

に
含
ま
れ

て
み
る
か
ら
、
常

に
こ

の
暖
国
を
検
査
し

て
、
法
規

に
照
し
て

征
牧
し
て
み
る
か
否
か
を
監
観
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
勒
素
、
濫
牧
を
な
し
,
納
賄
し
て
私
利
を
警
む
と
と
が
あ
れ
ば
、
厳
重

に
懲

罰

す
べ
き
も

の
と
す
る
。
斯
く

の
如
く
に
す
れ
ば
、
包
商

の
弊
を
爲
す
風
習
は
消
滅
し
、

隔商

民
の
苦
痛
も
漸
次
減
除
さ
れ
る
。

㈹

弊
端
を
嚴
養
す
る
こ
と

包
税
制
の
弊
端
は
、
大
略
以
上

の
如
く
で
あ
る
。
凡
そ
此
等
の
弊
害

に
射
し
て
ば
改
善
を
加

へ
る

と
は
云

へ
、
全
然
そ

の
護
生
を
無
く
す
る
こ
と
は
免
れ
難

い
。
故

に
随
時
嚴
重

に
考
査
す
べ
き
で
あ
る
。

凡
そ
商
民
の
投
標
、
包
高

め

征
税
、
警
吏
の
催
税
等

に
關
し
て
は
、
随
時
密
査
す
べ
き
も

の
と
ず
る
。
若
し
或
は
舞
錐

が
焚
発
し
、
或
は
告
駿
が
あ
っ
て
、
査

支
那
農
村
の
色
視
制
度
に
就
い
て

第

一
巷

六
七

第

一
號

六
七

●

も



支
那
良
村
の
包
税
制
度
に
就
い
て

第

批

六
八

第

巻

六
八

明
し
て
之
が
事
責
で
あ
れ
ば
、
巌
に
取
締
り
、
之
を
懲
戒
に
付
す
べ
き
で
あ
る
。

(9) 

酔
一
同
吏
の
待
遇
を
改
善
す
る
と
と

各
鯨
は
経
費
が
不
足
で
あ
る
か
ら
、
事
務
は
之
を
奮
日
の
班
房
(
下
役
人
)
に
委
し
、
僅
少

の
薪
去
を
給
し
て
町
向
日
野
〈
請
け
叫
}
せ
レ
め
る
。
班
房
に
は
充
裕
の
収
入
が
無
い
か
ら
、
責
に
包
排
し
た
各
項
の
事
務
に
つ
い
て
、
即
脚

手
に
齢
制
涼
・
抑
げ
い
引
を
注
し
‘
之
よ
り
生
や
る
在
止
の
同
町
黙
は
松
島
に
勝
へ
沿
い
税
引
L

あ
る
@
吹
に
包
役
制
度
を
改
選
回
ぜ
ん
と
す
れ
ば

z
p
 

先
づ
誓
更
の
待
遇
を
改
善
し
て
‘
「
倉
庫
賓
ち
て
躍
義
を
知
る
」
の
心
を
養
は
し
め
，

目

生
活
環
境
を
改
善
す
る
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。

白
か
ら
勅
索
・
浮
牧
を
や
め
る
や
う
、

そ
の

王
志
信
氏
の
提
案
は
、

一
一
路
包
税
制
度
の
存
積
は
之
を
認
め
・
之
に
伴
ふ
弊
害
を
成
る
ぺ
く
除
去
せ
ん
と
す
る
に
在
る
。
併
し
租

税
の
徴
牧
方
法
と
し
て
は
、
官
臨
時
に
よ
る
直
接
徴
収
方
法
を
採
用
す
る
乙
と
の
必
要
注
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

今
や
東
亜
新
秩
序
の
建
設
に
道
進
ず
べ
き
秋
に
際
し
て
は
、
奮
制
度
の
一
た
る
也
税
制
度
は
嘗
然
批
判
の
封
象
た
る
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
。
た
け
λ
ι

各
方
面
に
奥
へ
る
摩
擦
を
成
る
べ
く
少
く
し
て
、
包
税
制
度
を
官
牧
に
改
め
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
排
法
を
議
申
'

ぺ
き
か
官
問
題
で
あ
る
。
併
し
此
等
の
射
に
就
い
て
は
忍
で
は
之
に
鯛
れ
な
い
と
と
L
す
る
。

五八O頁乃至五λ三頁。22)王志信，前弱論文，


